
 

令和８年度ストレスチェック実施業務委託仕様書 

 
本業務は、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）、労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号）、

その他関係法令等に基づき、「川崎市職員メンタルヘルス対策第２次推進計画」の一環として位置付けるとと

もに、もって本市職員等の心の健康づくり及び活気のある職場づくりに取り組むためのものである。 
 
１ 対象者及び対象組織 

対象者は、本市職員のうち定期健康診断の対象となる職員（会計年度任用職員、臨時的任用職員及び特

別職非常勤職員を含む）及び 他都市等からの派遣職員２２，０００名とする。 

対象組織は、発注者の支払コードを基本とした７００組織とする。 

ただし、対象者数、内訳及び対象支払コード数は増減することがある。 

 

２ ストレスチェック実施期間 

  対象者がストレスチェックを受検する期間は概ね７月から８月までの間とし、発注者及び受注者で調整

の上決定する。 

 

３ 調査票の選定 

調査票は、「別紙１ 新職業性ストレス簡易調査票（短縮版）」の８０項目を使用すること。 

設問の追加及び変更等については、発注者及び受注者で協議の上決定する。 

 

４ ストレスチェックの実施内容 

(1) 対象者データの引渡し 

対象者データについては、記録媒体を利用し発注者から受注者へ引き渡す。受注者は速やかにデータ

を保管し、記録媒体を返却すること。ただし、発注者が業務上特に必要と認める場合、相手方の送信先

情報を送信者と別の人が確認する等誤送信に対する対策を行った上で、暗号化もしくはパスワード設定

した電子メールにてデータの引き渡しを行う。 

なお、対象者データの引渡し後に対象者が追加又は変更となる場合は、受注者は随時対応するものと

すること。ただし、追加又は変更の期限については、別途協議の上決定する。 

(2) ストレスチェックの実施 

ＷＥＢ方式による調査を実施すること。ただし、点訳を必要とする対象者については、紙の調査票に

よる調査を実施すること。 

また、受注者は、受検期間の概ね１週間前に、受検勧奨用のポスターを作成し、ポスター（約３００

枚）及びポスター用データを発注者に納品すること。サイズや内容、納品枚数、納品方法等については、

発注者及び受注者で協議の上決定する。 

  ア ＷＥＢ方式による調査 

受注者は、受検期間の概ね１箇月前までに、アクセス先、画面イメージ等を発注者へ提出すること。

画面へのアクセスは２次元コードによるアクセスを可能とし、パソコン以外のスマートフォン、フュ

ーチャーフォン等の携帯電話での回答を想定した画面イメージ等も併せて提出すること。 

また、原則、調査実施期間中は２４時間システムを利用することができるようにし、システム操作

マニュアルの作成やシステム操作説明を分かりやすく表示するなど、対象者の利便性に配慮すること。

回答に不備等がある場合はエラー表示させるなど、対象者に分かるように表示等すること。さらに、

受検期間中においては、受検率等の進捗状況について、実施者や実施事務従事者等がＷＥＢ上で、リ

アルタイムに把握できるようにすること。閲覧権限を付与する者については、事前に発注者及び受注

者で協議の上決定する。 

受検にあたっては、対象者の個人情報が保護されるように、ＩＤ、パスワード等による本人管理、

インターネットを経由するデータについては暗号化通信による情報保護、ＷＥＢ上では個人を特定す

る情報を収集しないなど、回答内容が他者に知られることのないよう対策を講じること（詳細は、「６ 

業務管理」を参照）。 

なお、パスワードについては、発注者の指定する初期パスワードから本人指定のパスワードへ変更

する機能を有すること。 

  イ 紙の調査票による調査 



 

受注者は、点訳を必要とする対象者分については、調査票及び回答票の全文を点訳し、印刷及び製

本を行い、対象者から提出された回答票については、墨訳し、回答用点字用紙と一緒に発注者へ送付

すること。点訳にあたり原稿の修正等が必要な場合は、発注者と受注者で事前に協議し、決定する。 

発注者は、回答済み調査票が封入された封筒を取りまとめ、受注者へ提出する。受注者は、調査票

の回収後、調査票の氏名等と対象者データを照合すること。また、調査票の提出数を確認し、発注者

へ受領確認の連絡を行うこと。発注者から受注者への回答済み調査票の提出は、受注者が指定する場

所へ発送する。この場合の発送費用は受注者が負担すること。 

 (3) 個人結果の集計及び分析 

受注者は、調査実施後、個人結果の集計及び分析作業を速やかに行い、「別紙２ ストレスチェックの

個人結果票及び受検率等データについて」のとおり、個人結果一覧及び受検率等データを作成し、発注

者に納品すること。なお、日時や回数、内容等は別途協議の上決定する。 

(4) 個人結果の通知 

  ア ＷＥＢ方式による調査の場合 

受注者は、調査実施後ただちに、個人結果の集計及び分析作業を行い、「別紙２ ストレスチェック

の個人結果票及び受検率等データについて」のとおり、対象者に個人結果を通知すること。個人結果

の内容については、基本的な項目を列記するに留まらず、対象者が理解しやすい体裁とし、発注者及

び受注者で協議の上決定する。 

また、高ストレス者と判定された対象者については、その旨を併せて通知するとともに、産業医に

よる面接指導の申込方法について案内すること。通知方法等については、発注者及び受注者で協議の

上決定する。なお、通知に際しては、セキュリティ対策に配慮し、十分な対策を講じるとともに、結

果については令和９年３月末まで閲覧及びダウンロード可能とすること。 

  イ 紙の調査票による調査の場合 

受注者は、点訳を必要とする対象者分については、個人結果票及び送付文の全文を点訳し、印刷及

び製本の上、内容を墨訳した資料とともに発注者へ送付すること。 

(5) 集団ごとの集計及び分析、並びに集団分析結果の作成 

受注者は、(3)で集計した個人結果に基づき、集団ごとの集計及び分析作業を速やかに行い、「別紙３ 

ストレスチェックの集団分析結果について」のとおり、集団分析結果を作成し、実施者及び実施事務従

事者がＷＥＢ上で閲覧及びダウンロードできるようにすること。また、各局（本部）室区庶務担当者及

び所属長についても、自所属の集団分析結果をＷＥＢ上で閲覧及びダウンロードできるようにすること。

通知方法等については、発注者及び受注者で協議の上決定する。なお、結果通知に際しては、セキュリ

ティ対策に配慮し、十分な対策を講じるとともに、結果については令和９年３月末まで閲覧及びダウン

ロード可能とすること。 

また、集団分析結果については、発注者が指定した様式（別紙４）にて作成を行うこと。ただし、設

問の追加及び変更等があった場合は、発注者及び受注者で協議の上、集計及び分析並びに集団分析結果

を作成すること。 

なお、集団ごとの集計に当たっては、別途提供するコード表に基づき、対象者データと組み合わせる

こと。集計可能な回答が１０人未満の組織においては、個人が特定されることを避けるため、発注者が

指定した集団以外については、原則集団分析は実施しないこと。 

 (6) 市全体、局（本部）室区別の集計及び分析、並びに結果概要報告書 

 受注者は、(3)で集計した個人結果に基づき、市全体、局（本部）室区別の集計及び分析作業を速や

かに行い、「別紙６ 市全体、局（本部）室区別の集計及び分析について」のとおり、平均値の一覧表等

及び結果概要報告書を作成すること。ただし、設問の追加及び変更等があった場合は、発注者及び受注

者で協議の上、集計及び分析並びに集団分析結果を作成すること。 

 
５ 研修及び職場環境改善の支援 

(1) ファシリテーター養成研修 

 受注者は、従業員参加型の職場環境改善におけるファシリテーターを養成することを目的とした研修

を、概ね８月に１回（１回３時間半程度）実施する。また、研修の開催方法の詳細については、発注者

と受注者で事前に協議し決定する。 

会場は、発注者が設定する発注者の庁舎関連施設とする。また、資料は、Ａ４横、１０～３０ページ

程度で受注者が作成し、原則印刷も受注者が行い、発注者へ納品すること。 

ただし、社会情勢等により研修の実施が困難な場合は、代替方法について協議の上実施すること。 



 

(2) ストレスチェック活用研修 

受注者は、本市全体の調査結果や集団分析結果の見方、職場環境改善の取組方法等を内容とする各組

織の管理監督者を対象とした研修を、概ね１０月に２回（１回３時間半程度）実施する。開催した研修

のうち、１回はオンライン研修とし、その内容を後日アーカイブ配信すること。研修の開催方法等の詳

細については、発注者と受注者で事前に協議し決定する。 

また、資料は、Ａ４横、１０～３０ページ程度で受注者が作成し、原則印刷も受注者が行い、発注者

へ納品すること。 

ただし、社会情勢等により研修の実施が困難な場合は、代替方法について協議の上実施すること。 

(3) ストレスチェック実施結果を活用した職場環境改善研修 

発注者の指定する１０職場において、受注者は、職場環境改善に向けた取組を当該職場に提示し、そ

の実施を支援すること。実施に当たっては、職場ごとの状況に応じた適切な方法及び内容により、取組

課題の設定や取組結果の総括、以後の取組提案等を受注者が主体的に行い、職場状況のヒアリング等を

含め各職場へ概ね２回の訪問を行うこと。なお、受注者は事前に取組計画、事後に取組報告を発注者へ

提出すること。 

 

６ 業務管理 

受注者は、この業務の受託に当たり、委託契約書を尊守するとともに、本仕様書に基づいて発注者の指

示を受け、適正に業務を実施すること。また、この業務を円滑に行うために、発注者及び受注者は、密接

な連絡のもとに十分な打合せを行う。 
特に、受注者は、業務を行う上で個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に規定する

個人情報（以下「個人情報」という。）を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、「個人情報の取扱

いに関する情報セキュリティ特記事項」を遵守し、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故

を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行うこと。万が一、

個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、受注者は速やかに発注者に報告し、対応について協議する

こと。 
さらに、業務完了時には、受注者から発注者へ業務完了届を提出すること。 
 

７ 成果物一覧 

(1) 受検勧奨用ポスター、個人結果票、個人結果一覧及び受検率等データ 

(2) 集団分析結果 

(3) 市全体、局（本部）室区別の平均値一覧表等及び結果概要報告書 

(4) 研修資料 

(5) 職場環境改善研修における取組の結果報告書 

(6) 業務完了届 

 

８ その他 

受注者は、各種の成果物等について、誤りがないよう確認作業をした後、納品すること。 

各種の成果物等は、納品前に発注者に事前提示することを基本とし、発注者が修正を必要と判断した場

合、受注者はこれに応じることができるよう、十分な調整期間を設けること。 

 



 

別紙１ 新職業性ストレス簡易調査票（短縮版） 

 

Ａ.あなたの仕事についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

1.非常にたくさんの仕事をしなければならない 1 2 3 4 

2.時間内に仕事が処理しきれない 1 2 3 4 

3.一生懸命働かなければならない 1 2 3 4 

4.かなり注意を集中する必要がある 1 2 3 4 

5.高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ 1 2 3 4 

6.勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない 1 2 3 4 

7.からだを大変よく使う仕事だ 1 2 3 4 

8.自分のペースで仕事ができる 1 2 3 4 

9.自分で仕事の順番・やり方を決めることができる 1 2 3 4 

10.職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる 1 2 3 4 

11.自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない 1 2 3 4 

12.私の部署内で意見のくい違いがある 1 2 3 4 

13.私の部署と他の部署とはうまが合わない 1 2 3 4 

14.私の職場の雰囲気は友好的である 1 2 3 4 

15.私の職場の作業環境（騒音、照明、温度、換気など）はよくない 1 2 3 4 

16.仕事の内容は自分にあっている 1 2 3 4 

17.働きがいのある仕事だ 1 2 3 4 

 

Ｂ.最近１か月のあなたの状態についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付

けてください。 

ほ
と
ん
ど
な
か

勂
た 

と
き
ど
き
あ
勂

た し
ば
し
ば
あ
勂

た ほ
と
ん
ど
い
つ
も

あ
勂
た 

18.活気がわいてくる 1 2 3 4 

19.元気がいっぱいだ 1 2 3 4 

20.生き生きする 1 2 3 4 

21.怒りを感じる 1 2 3 4 

22.内心腹立たしい 1 2 3 4 

23.イライラしている 1 2 3 4 

24.ひどく疲れた 1 2 3 4 

25.へとへとだ 1 2 3 4 

26.だるい 1 2 3 4 

27.気がはりつめている 1 2 3 4 

28.不安だ 1 2 3 4 

29.落着かない 1 2 3 4 

30.ゆううつだ 1 2 3 4 

31.何をするのも面倒だ 1 2 3 4 

32.物事に集中できない 1 2 3 4 

33.気分が晴れない 1 2 3 4 

34.仕事が手につかない 1 2 3 4 

35.悲しいと感じる 1 2 3 4 

36.めまいがする 1 2 3 4 

37.体のふしぶしが痛む 1 2 3 4 

38.頭が重かったり頭痛がする 1 2 3 4 

39.首筋や肩がこる 1 2 3 4 

40.腰が痛い 1 2 3 4 

41.目が疲れる 1 2 3 4 

42.動悸や息切れがする 1 2 3 4 



 

Ｂ.最近１か月のあなたの状態についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付

けてください。 

ほ
と
ん
ど
な
か

勂
た 

と
き
ど
き
あ
勂

た し
ば
し
ば
あ
勂

た ほ
と
ん
ど
い
つ
も

あ
勂
た 

43.胃腸の具合が悪い 1 2 3 4 

44.食欲がない 1 2 3 4 

45.便秘や下痢をする 1 2 3 4 

46.よく眠れない 1 2 3 4 

 

Ｃ.あなたの周りの方々についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてく

ださい。 非
常
に 

か
な
り 

多
少 

全
く
な
い 

次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか？ 

47.上司 1 2 3 4 

48.職場の同僚 1 2 3 4 

49.配偶者、家族、友人等 1 2 3 4 

あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか？ 

50.上司 1 2 3 4 

51.職場の同僚 1 2 3 4 

52.配偶者、家族、友人等 1 2 3 4 

あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいてくれますか？ 

53.上司 1 2 3 4 

54.職場の同僚 1 2 3 4 

55.配偶者、家族、友人等 1 2 3 4 

 

Ｄ.満足度についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 

満
足 

ま
あ
満
足 

や
や
不
満
足 

不
満
足 

56.仕事に満足だ 1 2 3 4 

57.家庭生活に満足だ 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ｇ.あなたの働いている会社や組織についてうかがいます。最もあてはまるものに○

を付けてください。 
そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

69.経営層からの情報は信頼できる 1 2 3 4 

70.職場や仕事で変化があるときには、従業員の意見が聞かれている 1 2 3 4 

71.一人ひとりの価値観を大事にしてくれる職場だ 1 2 3 4 

72.人事評価の結果について十分な説明がなされている 1 2 3 4 

73.職場では、（正規、非正規、アルバイトなど）いろいろな立場の人が職場の一員と

して尊重されている 
1 2 3 4 

74.意欲を引き出したり、キャリアに役立つ教育が行われている 1 2 3 4 

75.仕事のことを考えているため自分の生活を充実させられない 1 2 3 4 

76.仕事でエネルギーをもらうことで、自分の生活がさらに充実している 1 2 3 4 

 

 

Ｈ.あなたのお仕事の状況や成果についてうかがいます。最もあてはまるものに○を

付けてください。 
そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

77.職場で自分がいじめにあっている（セクハラ、パワハラを含む） 1 2 3 4 

78.私たちの職場では、お互いに理解し認め合っている 1 2 3 4 

79.仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる 1 2 3 4 

80.自分の仕事に誇りを感じる 1 2 3 4 

 

Ｅ.あなた自身のお仕事について、もう少し詳しくうかがいます。最もあてはまるも

のに○を付けてください。 
そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

58.感情面で負担になる仕事だ 1 2 3 4 

59.複数の人からお互いに矛盾したことを要求される 1 2 3 4 

60.自分の職務や責任が何であるか分かっている 1 2 3 4 

61.仕事で自分の長所をのばす機会がある 1 2 3 4 

Ｆ.あなたが働いている職場についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付け

てください。 
そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

62.自分の仕事に見合う給料やボーナスをもらっている 1 2 3 4 

63.私は上司からふさわしい評価を受けている 1 2 3 4 

64.職を失う恐れがある 1 2 3 4 

65.上司は、部下が能力を伸ばす機会を持てるように、取り計らってくれる  1 2 3 4 

66.上司は誠実な態度で対応してくれる 1 2 3 4 

67.努力して仕事をすれば、ほめてもらえる 1 2 3 4 

68.失敗しても挽回（ばんかい）するチャンスがある職場だ 1 2 3 4 



 

別紙２ ストレスチェックの個人結果票及び受検率等データについて 

 

１ 個人結果票名称 

  「あなたのストレスプロフィール」等 

 

２ 記載内容例 

(1) 個人のストレスプロフィール 

(2) ストレスの程度 

(3) 高ストレス者か否かの判定結果及び産業医による面接指導の申込方法について案内 

(4) セルフケアのためのアドバイス 

(5) 「こころの相談」窓口案内（下記記載例のとおり。詳細は、別途提示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 集計及び判定方法 

結果は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」（厚生労働省労働基準局安全

衛生部労働衛生課産業保健支援室作成。令和３年２月改訂）に基づき、次の因子と項目により判定するこ

と。なお、記載に当たっては、数値、グラフ等を使用し、分かりやすく表記すること。 

(1) ストレスの原因と考えられる因子 

心理的な仕事の負担（量）、心理的な仕事の負担（質）、自覚的な身体的負担度、職場の対人関係での

ストレス、職場環境によるストレス、仕事のコントロール度、技能の活用度、仕事の適性度 

(2) ストレスによっておこる心身の反応 

活気、イライラ感、疲労感、不安感、抑うつ感、身体愁訴 

(3) ストレス反応に影響を与える他の因子 

上司からのサポート、同僚からのサポート、家族・友人からのサポート、仕事や生活の満足度 

 

４ 高ストレス者の判定基準 

次の基準に該当する者を、高ストレス者と判定すること。 

(1) 「心身のストレス反応」（２９項目）の６尺度（活気、イライラ感、不安感、抑うつ感、疲労感、身体

愁訴）について、素点換算表により ５段階評価（ストレスの高い方が１点、低い方が５点）に換算し、

６尺度の合計点が １２点以下（平均点が ２．００点以下）である者 

(2) 「仕事のストレス要因」（１７項目）の９ 尺度（仕事の量、仕事の質、身体的負担度等）及び「周囲

のサポート」（９ 項目）の３ 尺度（上司からのサポート、同僚からのサポート等）の計１２ 尺度に

ついて、素点換算表により５段階評価（ストレスの高い方が１点、低い方が５点）に換算し、１２ 尺

度の合計点が ２６点以下（平均点が ２．１７点以下）であって、かつ、「心身のストレス反応」の６

尺度の合計点が１７点以下（平均点が ２．８３点以下）である者 

 

【記載例】 

相談員によるこころの相談を受けたい方は、以下の窓口まで

お問い合わせください。 

◆市長事務部局の方 

  月～金曜日9：00～16：00 

  電話（○○○）○○○○（内線△△△△△） 

  Email *******@city.kawasaki.jp 

◆上下水道局の方 

（中略） 

◆教育員会事務局の方 

  電話（○○○）○○○○（内線△△△△△） 

  Email *******@city.kawasaki.jp 



 

５ 個人結果一覧及び受検率等データ 

  下記作成例のとおり、市全体、局（本部）室区別、支払コード別の受検率等データを作成すること。 

 

【個人結果一覧作成例】 

Ｎｏ． 所属 氏名 職員コード 受検 

手法 

各設問の回答 

全設問分１列ずつ 

回答を元に 

した全分析

１列ずつ 

高ストレス者 

該当有無 

１        

２        

３        

 

 

【受検率データ作成例】 

Ｎｏ． 所属 対象者数 受検者数 未回答件数 受検率 高ストレス者数 高ストレス率 

 市全体       

１ ◎◎局       

２ △△局       

３ ××局       

 

 



 

別紙３ ストレスチェックの集団分析結果について 

 

１ 名称 

  ストレスチェック 集団分析結果 

 

２ 記載内容 

(1) 発注者が指定する様式（別紙４）にて作成 

(2) グラフ等の見方について（※説明資料として別途同封） 

※記載内容及びレイアウトについては、別途発注者及び受注者で協議の上決定する。 

 

 

３ 作成対象及び配布対象並びに配布方法 

 作成対象 配布対象 配布方法 

(1) 川崎市全体（１組織） 受注者の担当課 

ＷＥＢシステム上でＰＤＦデー

タを閲覧及びダウンロード 

(2) 
各局（本部）室区別 

（30組織） 
各局（本部）室区庶務担当課 

(3) 
各支払コード別 

（約700組織） 

各支払コード附番組織 

当該各局（本部）室区庶務担当課 

(4) 
各独自集団コード別 

（約580組織） 

各独自集団コード附番組織 

当該各局（本部）室区庶務担当課 

(5) 
各安全・衛生委員会別 

（約80組織） 
当該各局（本部）室区庶務担当課 

(6) その他（約50組織） 当該各局（本部）室区庶務担当課 

 計 約 1,440組織   

※１ 作成対象組織数については、変更の可能性がある。 

※２ ＰＤＦデータについては、局別及び組織別に分割して作成すること。 

※３ (2）～(6）について、(1)と併せて受注者の担当課にＰＤＦデータをＷＥＢ上で閲覧及びダウンロード

可能とすること。また、各組織の結果を一覧で比較できるデータを提供すること。その作成単位（支

払コード別、独自集団コード別、局別、その他必要な単位等）は、発注者から指定する。 

※４ 上下水道局、交通局、病院局、消防局、教育委員会事務局については、※３と同様、(2）～(6）におけ

る各組織の結果を一覧で比較できるデータを提供すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 集計及び分析方法 

仕事のストレス判定図については、以下の通り算出すること。 

 

【仕事のストレス判定図】の4つの要素

男性 女性 回帰係数 男性 女性

量的負荷  8.7 7.9 α 0.076 0.048

コントロール  7.9 7.2 β 0.089 0.056

上司の支援  7.5 6.6 γ 0.097 0.097

同僚の支援  8.1 8.2 δ 0.097 0.097

レポートの「全国平均」に載る数値（回帰係数は非表示）

合計人数 男性 女性

量的負荷

【WL】

下段：α

コントロール

【JC】

下段：β

上司の支援

【SS】

下段：γ

同僚の支援

【CS】

下段：δ

量-コントロー

ル判定(A)

職場の支援判

定(B)

総合健康リスク

(A)*(B)/100

全国平均 6.7 7.6 7.1 8.1 100.0 100.0 100.0

市全体 20,444 11,166 9,278 対象集団 6.2 7.6 8.1 8.6 102.5 86.4 88.5

回帰係数 0.06329290 0.07402377 0.09700000 0.09700000

全国平均 6.3 7.9 7.5 8.1 100.0 100.0 100.0

Ａ課 57 57 0 対象集団 7.1 6.5 7.3 8.0 106.8 103.2 110.2

回帰係数 0.07600000 0.08900000 0.09700000 0.09700000

全国平均 7.0 7.3 6.7 8.2 100.0 100.0 100.0

Ｂ課 30 4 26 対象集団 4.4 6.5 7.2 9.0 120.0 88.2 105.8

回帰係数 0.05173333 0.06040000 0.09700000 0.09700000

基本の式：（男性の平均＊男性人数＋女性の平均＊女性人数）／合計人数

この式を適用するのは各集団の「全国平均4要素点」および4要素の回帰係数

（回帰係数γ・δは男女が同値なので按分しても結果は同じ(不要)）

「量的負荷」のみ「15－（男性の平均＊男性人数＋女性の平均＊女性人数）／合計人数」にて算出

※健康リスク（A・B）の算出式はマニュアル通り

健康リスク(A)＝100*EXP((WL集団平均ーWL全国平均)*(回帰係数α*(-1))+(JC集団平均－JC全国平均)*(回帰係数β*(-1)))

健康リスク(B)＝100*EXP((SS集団平均ーSS全国平均)*(回帰係数γ*(-1))+(CS集団平均－CS全国平均)*(回帰係数δ*(-1)))

総合健康リスク＝（Ａ）*（Ｂ）/100

全国平均（H19版）

健康リスク

 



 

別紙４ 

 



 

 



 

別紙５ 市全体、局（本部）室区別の集計及び分析について 

 

１ 集計及び分析項目 

  市全体、局（本部）室区別に次の項目について集計し、平均値の一覧表やグラフ等を作成し提出する。 

(1) 性別 

男性、女性 

(2) 年齢別 

30歳未満、30歳台、40歳台、50歳台、60歳以上65歳以下、66歳以上 

(3) 職位別 

局長級、部長級、課長級、課長補佐、係長級、主任、職員 

(4) 職種別 

   事務職員、技術職員、技能職員、業務職員、消防職、教育職等、その他 

(5) 入庁年数別 

１年未満、１年以上５年未満、５年以上10年未満、10年以上15年未満、15年以上 

(6) 全市、局（本部）室区別、その他指定する対象についての分布図 

(7) その他指定する項目 

 

２ 作成例 

  「別紙６ 一覧表等作成例について」のとおり 

 

３ 結果概要報告書 

  市全体での集計及び分析結果に基づき、全国平均値等との比較、本市の特徴等を確認し、結果概要及び

提言を取りまとめた報告書を作成し提出する。 

 

４ その他 

集計及び分析項目等については、別途事前協議の上調整し、必要に応じて概ね１０分析まで追加するも

のとする。 

  その際、他のデータと組み合わせた集計及び分析が必要な場合は、必要なデータをあらかじめ発注者か

ら別途提供する。 


